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３ 決議 

○ 可決したもの 

気候非常事態宣言決議案（鴨下一郎君外８名提出、決議第１号）[自民・立民・公明・共産・維新・

国民]（令和2.11.19可決） 

 近年、地球温暖化も要因として、世界各地を記録的な熱波が襲い、大規模な森林火災を引き起

こすとともに、ハリケーンや洪水が未曽有の被害をもたらしている。我が国でも、災害級の猛暑

や熱中症による搬送者・死亡者数の増加のほか、数十年に一度といわれる台風・豪雨が毎年のよ

うに発生し深刻な被害をもたらしている。 

 これに対し、世界は、パリ協定の下、温室効果ガスの排出削減目標を定め、取組の強化を進め

ているが、各国が掲げている目標を達成しても必要な削減量には大きく不足しており、世界はま

さに気候危機と呼ぶべき状況に直面している。 

 私たちは「もはや地球温暖化問題は気候変動の域を超えて気候危機の状況に立ち至っている」

との認識を世界と共有する。そしてこの危機を克服すべく、一日も早い脱炭素社会の実現に向け

て、我が国の経済社会の再設計・取組の抜本的強化を行い、国際社会の名誉ある一員として、そ
ふ さ わ

れに相応しい取組を、国を挙げて実践していくことを決意する。その第一歩として、ここに国民

を代表する国会の総意として気候非常事態を宣言する。 

右決議する。 




